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（１）計画の位置づけ 

   原子力規制委員会が定める原子力災害対策指針（平成 24 年 10 月 31 日）において、

緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone）

の目安が原子力発電所から概ね半径 30 ㎞とされたことにより、綾部市における原子力

災害に係る住民等の避難について必要な事項を定めるものとする。 

 

（２）避難計画策定に当たっての基本的考え方 

   関西電力株式会社高浜原子力発電所及び大飯原子力発電所で、住民等に影響を及ぼす

事故・故障等が発生した場合、綾部市は、国、京都府及び防災関係機関等と連携を図り、

住民等の避難を迅速かつ適切に行うものとする。 

   綾部市内の公共施設等への避難を基本とし、市内が地震などの他の災害によって被災

している場合は、その被災の状況に応じて、本計画を柔軟に運用して対応するものとす

る。 

 ① 高浜発電所から概ね 30 ㎞圏内及び大飯発電所から概ね 32.5 ㎞圏内の全住民を重複

なく、それぞれいずれかの施設に収容できるようにする。 

 ② 家族や地域コミュニティを中心とした避難所生活の必要性を考慮し、自治会（準世帯

を含む。）の単位での避難を基本とする。 

 ③ 避難に当たっては、自治会（準世帯を含む。）ごとの集結場所からバスでの避難を最優

先とするが、自家用車による乗り合わせや、ＪＲ等あらゆる手段を用いて避難するもの

とする。 

 ④ ＯＩＬ１（500μ㏜／ｈ超過）の場合は、地域によっては事前に計画したバス等の確

保が間に合わないおそれがあるため、自家用車の乗り合わせ等により迅速に避難すると

ともに、自家用車を利用できない住民の避難手段を確保するよう努める。 

 ⑤ 避難先については、高浜発電所から概ね 30 ㎞圏外及び大飯発電所から概ね 32.5 ㎞

圏外にある市内の避難施設に収容する。 

 ⑥ 事故の拡大に伴い、避難が広域に及ぶ場合の避難先については、府内は、西方面は福

知山市（９,３００人）、南方面は亀岡市（6,300 人）・福知山市（3,000 人）とする。 

 ⑦ 放射性物質の更なる広域拡散や地震等との複合災害により、被害が府域の広い範囲に

及んだ場合の避難先については、関西広域連合を通じて、兵庫県西播磨地域の６市町（相

生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、佐用町、太子町）に受け入れを要請するものとする。 

 ⑧ 避難所の開設期間は、目安として２か月を上限とする。 

 

（３）避難計画の運用上の確認 

   市は、高浜発電所及び大飯発電所の事故等の情報を早急かつ正確に収集し、国、京都

府等と協議の上、必要に応じた段階的な避難体制により、市民に混乱が生じないように

努めるとともに、被害予想地域の住民に対し、住民がとるべき応急対策等の実施につい

て、広報車、防災行政無線、ＦＭいかる等あらゆる通信手段を用いて的確かつ迅速に指

１ 基本的事項 
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示伝達するものとする。 

 

（４）避難等に関する指標 

避難等の防護措置の判断基準は、国の原子力災害対策指針に定められている。 

原子力施設における緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事態を把握

し、原子力施設の状況や当該施設からの距離等に応じて、防護措置の準備や防護措置を

適切に進めることが重要となる。 

同指針では、緊急事態を警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態の３つの事態に

区分し、放射性物質の放出前から、必要に応じた防護措置を講じることとしている。 

 

緊急時活動レベル：ＥＡＬ 

緊急時 

活動レベル 

 

施設からの 

距離 

 

警戒事態 

例）大地震（所在市町

村で震度6弱以上） 

 

施設敷地緊急事態 

例）全交流電源喪失 

（30 分以上継続） 

 

全面緊急事態 

例）冷却機能喪失 

ＰＡＺ圏内 

（～５㎞） 

○施設敷地緊急事態

要避難者の避難・屋

内退避の準備開始 

○施設敷地緊急事態

要避難者の避難開

始・屋内退避 

○住民の避難準備開

始 

○安定ヨウ素剤の服

用準備 

 

 

 

○住民の避難開始 

○安定ヨウ素剤の服

用 

ＵＰＺ圏内 

（５㎞～３０㎞） 

○屋内退避を実施す

る可能性がある旨

注意喚起 

○屋内退避の準備 ○屋内退避 

※緊急時活動レベル：ＥＡＬ（Emergency  Action  Level） 

 原子力施設の状況に応じて、避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、事前に定め

た判断基準 

※本市には、ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域：発電所から概ね 5 ㎞）に該当する区

域はない。 

 

放射性物質放出後は、緊急時モニタリングによる測定結果を、運用上の介入レベル（Ｏ

ＩＬ）と照らし合わせ、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影

響をできる限り低減する観点から、数時間内に地域を特定し、避難等の緊急防護措置を

講じる。 

   また、空間放射線量率が低い地域においても、無用な被ばくを回避する観点から、１

日内を目途に地域を特定し、１週間程度内に一時移転等の早期防護措置を講じる。 



3 

 

運用上の介入レベル：ＯＩＬ 

運用上の 

介入レベル 

 

施設からの 

距離 

緊急防護措置 

（ＯＩＬ１） 

500μ㏜/h 超過 

早期防護措置 

（ＯＩＬ２） 

20μ㏜/h 超過 

飲食物摂取制限 

（ＯＩＬ６） 

飲食物に係るスクリ

ーニング基準 

0.5μ㏜/h 超過 

ＵＰＺ圏内 

（５㎞～３０㎞） 

 

○数時間内を目途に

区域を特定 

○避難（移動が困難な

者の一時屋内退避

を含む。）の実施 

○１日内を目途に区

域を特定 

○対象地域の生産物

の摂取を制限 

○対象地域の住民は、

１週間程度内に一

時移転を実施 

 

○数日内を目途に飲

食物中の放射性核

種濃度を測定すべ

き区域を特定 

○１週間内を目途に

飲食物中の放射性

核種濃度の測定と

分析を実施 

○基準を超えるもの

につき摂取制限を

迅速に実施 

除染を講じるための基準 

（ＯＩＬ４） 

40,000cpm：検出器の係数率 

○避難した住民等を対象に避難退域時検査を

実施して、基準を超える際は迅速に除染 

ＵＰＺ圏外 

（３０㎞～） 

○UPZ 内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避や避難を実施 

※運用上の介入レベル：OIL（Operational  Intervention  Level） 

 緊急時モニタリングによって計測された値に基づいて、避難や一時移転等の防護措置を実

施するための判断基準 

 

＜対応手順＞ 

（１）関西電力株式会社から国、京都府、市に緊急事態に該当する事象の発生報告 

（２）国は、緊急時モニタリングセンターを設置し、京都府、原子力事業者、市と連携し、

緊急時モニタリングを実施 

（３）緊急時モニタリング測定結果を運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照らし合わせ、国か

ら京都府及び市へ、避難又は屋内への退避の勧告若しくは指示を伝達 

（４）市災害対策本部は、住民等の避難等を迅速かつ的確に実施 
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  対象範囲は、高浜発電所から概ね 30 ㎞圏内、大飯発電所から概ね 32.5 ㎞圏内を基本

とし、下表に記載する地域とする。 

 

緊急防護措置を準備する区域の範囲及び人口 

（UPZ：Urgent Protective action planning Zone） 

 令和７年４月１日現在  

発電所 対  象  地  域 人 口 

高 浜 発 電 所 

奥上林地区全域、中上林地区全域、口上林地区全域 

山家地区（戸奈瀬町、釜輪町、広瀬町、橋上町、旭町、

東山町、上原町） 

東八田地区全域、西八田地区全域 

吉美地区（高倉町、小呂町、星原町、桜が丘三丁目）

物部地区（白道路） 

志賀郷地区全域 

7，１００人 

大 飯 発 電 所 
奥上林地区全域、中上林地区全域、 

東八田地区（大又） 
１，２２３人 

（住民基本台帳人口）  

２ 計画の対象範囲 
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（１）住民等への伝達 

  防災行政無線、広報車、緊急速報メール（NTTドコモではエリアメール）、ＦＭいかる等によ

り広報する。 

 

          防災行政無線 

          ＦＭいかる 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ※ 大飯発電所 32.5 ㎞圏内 

  (外) 大飯・高浜発電所 UPZ 圏外 

 

防災・危機管理課 
奥上林地区自治会連合会※  吉美地区自治会連合会 

中上林地区自治会連合会※  綾部地区自治会連合会(外) 

口上林地区自治会連合会   中筋地区自治会連合会(外) 

山家地区自治会連合会    豊里地区自治会連合会(外) 

東八田地区自治会連合会※  物部地区自治会連合会 

西八田地区自治会連合会   志賀郷地区自治会連合会 

 

学校教育課 
綾部小学校（外） 東八田小学校   

中筋小学校（外） 東綾小・中学校（外） 八田幼稚園    

豊里小学校（外） 上林小・中学校※  

物部小学校（外） 綾部中学校（外） 

志賀小学校    豊里中学校（外）   

吉美小学校（外） 何北中学校（外）  

西八田小学校   八田中学校    

八田幼稚園    

       
 

子育て支援課 
綾東こども園   るんびに学園  吉美こども園(外) 

綾部ルネス病院キッズルーム（外） 綾部保育園(外)  豊里幼児園(外)  

中筋幼児園 (外 )  せんだん苑こども園(外)  綾部ひまわり共同保育園(外)  

市立病院内保育所こすもす（外）  せんだん苑南こども園(外)  物部保育園(外) 

風の子共同保育園於与岐園舎（外） 綾部ききょうの郷事業所内保育所みかんみかん保育所（外）  

 

 
 

高齢者支援課 
高齢者支援ｾﾝﾀｰ松寿苑デイサービスセンター※ 

綾部市生活支援ハウスあたご※ 

高齢者支援センター松寿苑小規模特養あたご※ 

特別養護老人ホームいこいの村梅の木寮 

障害者支援施設いこいの村栗の木寮 

綾部東部デイサービスセンター 

いこいの村・とくらの家 

グループホームコスモス寮 

山家小規模多機能型居宅介護施設やまぶき 

うえすぎ松寿苑デイサービスセンター 

綾部市生活支援ハウスうえすぎ 

社協の家つどい 

社協の家なごみ 

小規模特養おかやす 

ＦＡＸ・電話 

メール・電話 

ＦＡＸ・電話 

ＦＡＸ・電話 

 

商工労政課 
 

府・市工業団地立地企業 

ＦＡＸ・電話 

３ 避難に関する情報伝達 
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（２）市における連絡系統図 

社 会 教 育 課

監 査 委 員 事 務 局

下 水 道 課

議 会 事 務 局

教 育 部 学 校 教 育 課

会 計 課

消 防 本 部 管 理 課

予 防 課

警 防 課

上 下 水 道 部 上 水 道 課

観 光 交 流 課

文化・スポーツ振興課

建 設 部 監 理 課

建 設 課

都 市 建 築 課

農 林 商 工 部 商 工 労 政 課

農 政 課

林 政 課

定 住 交 流 部 定 住 ・ 地 域 政 策 課

高 齢 者 支 援 課

地 域 包 括 支 援 課

健 康 こ ど も 部 子 育 て 支 援 課

こ ど も 支 援 課

保 健 推 進 課

市 民 協 働 課

人 権 推 進 課

環 境 政 策 課

福 祉 部 社 会 福 祉 課

障 害 者 支 援 課

総 務 課

財 政 課

税 務 課

行政デジタル推進課

市 民 環 境 部 市 民 ・ 国 保 課

防 災 ・ 危 機 管 理 課 市 長 公 室 秘 書 広 報 課

職 員 課

企 画 総 務 部 企 画 政 策 課
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（３）伝達内容 

   警戒広報から屋内退避、避難までの放送（防災行政無線、ＦＭいかる）による広報・

伝達内容は、以下のとおりとする。 

   なお、広報車による現地広報はこの例文に準じて行う。 

 

 ① 警戒体制時広報【警戒事態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（チャイム） 

 綾部市原子力災害警戒本部からお知らせします。 

 

 ○○原子力発電所で事故が発生しました。 

現在のところ、放射性物質は外部に漏れていません。 

○○地区の皆さまは、今後の事故の状況により屋内退避又は避難が想定され

ることから、外出は控え、自宅に留まり、今後の市からのお知らせや、テレ

ビ、ラジオなどの情報に十分注意してください。 

 

 この区域内の事業所の皆さまは、従業員の帰宅準備をお願いします。 

 この区域内に滞在している旅行者等は、帰宅準備をお願いします。 

 

 その他の区域の皆さまは、特別な対応の必要はありませんが、外出は控え

て、今後の市からのお知らせや、テレビ、ラジオなどの情報に注意してくだ

さい。 

 今後も、新たな情報が入り次第、お知らせします。 

（以上繰り返し） 

 

以上、綾部市原子力災害警戒本部からお知らせしました。 

（チャイム） 
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 ② 屋内退避準備時広報【施設敷地緊急事態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（チャイム） 

 綾部市原子力災害対策本部からお知らせします。 

 

 原子力発電所の事故は、まだ、収まっていませんが、現在のところ、放射

性物質は外部に漏れていません。 

○○地区の皆さまは、今後の事故の状況により屋内退避又は避難が想定され

ることから、外出は控え、自宅に留まり、今後の市からのお知らせや、テレ

ビ、ラジオなどの情報に十分注意してください。 

 

 この区域内の事業所の皆さまは、従業員の帰宅をお願いします。 

 この区域内に滞在している旅行者等は、帰宅をお願いします。 

 

 その他の区域の皆さまは、特別な対応の必要はありませんが、外出は控え

て、今後の市からのお知らせや、テレビ、ラジオなどの情報に注意してくだ

さい。 

 今後も、新たな情報が入り次第、お知らせします。 

（以上繰り返し） 

 

以上、綾部市原子力災害対策本部からお知らせしました。 

（チャイム） 

 



9 

 ③ 屋内退避時広報【全面緊急事態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（チャイム） 

 綾部市原子力災害対策本部からお知らせします。 

災害対策本部では、○○地区の皆さまに自宅などに退避していただくことを

決定しました。 

○○地区の皆さまは、今後、指示があるまで家の中に入り、窓やドアを閉め

て、換気を止めてください。 

外から帰ってきた人は、顔や手を洗い、うがいをしてください。 

 

この区域内の事業所の皆さま、この区域内に滞在中の旅行者等の皆さまは、

帰宅又は屋内退避してください。 

 

該当区域の交通は規制されますので、警察官や本部派遣職員などの誘導、指

示に従ってください。 

 

落ち着いて、防災行政無線、テレビ、ラジオなどの情報に注意してください。 

今後も、およそ１５分毎に防災行政無線で事故の状況などをお知らせしま

す。 

なお、状況に変化があった場合は、直ちにお知らせします。 

 

（以上繰り返し） 

  

以上、綾部市原子力災害対策本部からお知らせしました。 

（チャイム） 
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 ④ 避難指示時広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（チャイム） 

 綾部市原子力災害対策本部からお知らせします。 

災害対策本部では、次の区域の皆さまに避難していただくことを決定しま

した。 

 

○○地区・○○地区・○○地区・○○地区・○○地区の皆さまは、○○時

○○分までに、各自治会の集結場所（○○公民館・〇○公会堂・○○公民館・

〇○公会堂）に集合してください。 

 

避難先は、○○小学校です。 

避難所へはバスで移動します。（バスの配車が間に合わない場合は、自家用

車の乗り合わせによる避難を指示します。） 

 

避難する時は、火の始末や戸締りをしてください。持ち物は貴重品や着替

えなど最小限にして、マスクや上着を着用して、できるだけ歩いてお集まり

ください。 

避難完了の目印として玄関に白いタオルを掲示してください。 

 

なお、やむを得ず自家用車等で避難される方は、必ず避難者及び避難先を

綾部市災害対策本部（４２－３２８０）又は自治会長に連絡してください。 

 

この地区内の事業所の皆さま、旅行者等の皆さま、ただちに帰宅してくだ

さい。 

 

今後の情報に十分注意し、あわてず、落ち着いて行動してください。 

困ったことがありましたら、綾部市原子力災害対策本部へご連絡ください。 

 

（以上繰り返し） 

  

以上、綾部市原子力災害対策本部からお知らせしました。 

（チャイム） 
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 原子力災害により住民の避難が必要となった場合、状況により市内での避難、府内での避

難、広域避難（一時滞在）を行うこととなる。 

 住民は、避難の指示に従い、地区単位にあらかじめ定められた集合場所から京都府・綾部

市等が確保したバス等で避難退域時検査場所に移動し、避難退域時検査及び除染を行った上、

バスを乗り換えて避難所又は拠点避難所に移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自家用車避難の留意事項＞ 

・円滑な避難のためには、避難車両数を抑制する必要があるため、自家用車で避難する場合

は、極力地域で乗り合わせる。 

・避難先に乗り入れることが出来るのは、次の全ての要件を満たす自家用車に限る。 

 ①避難退域時検査場所での避難退域時検査及び除染の結果、基準以上の汚染のないことが

確認できたこと。 

 ②京都府並びに綾部市及び避難先市町が協議の上、避難先に保管場所をあらかじめ確保で

きていること。 

・避難退域時検査の結果、基準以上の汚染があるが除染が完了していない車両は避難退域時

検査場所に、基準以上の汚染はないが避難先に保管場所をあらかじめ確保できていない車

両は車両一時保管場所に、それぞれ一時保管し、バス等に乗り換えて避難する。 

４ 避難誘導及び住民の輸送 

  

避
難
退
域
時
検
査
場
所 

（
京
都
府
が
設
置
） 

集合場所 

（地区単位） 

拠
点
避
難
所 

 

避難所 

避難所 

避難所 

避難所 

住 

民 

徒歩等 バス等* 

バス等* 

バス等* 

バス、徒歩等 

・避難退域時検査 

・除染（必須） 

被ばく検査を含む

健康診断（全員） 

避難元地域 避難先地域 

重点区域（ＵＰＺ）境界周辺 

（避難経路上） 

* バスは中継所を境にピストン運行 

 避難先に乗り入れることが出来るのは、避難退域時

検査・除染済みの車両に限る 
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＜車両一時保管場所候補地＞ 

施 設 名 称 所   在   地 

綾部市第１市民グラウンド 綾部市川糸町天王森 

長田野工業団地アネックス京都三和（広域避難時） 福知山市三和町みわ 

長田野工業団地（広域避難時） 福知山市長田野町 

 

＜乗換パターン＞ 

・避難退域時検査場所（バス等乗換）⇒避難先 

・避難退域時検査場所⇒第１市民グラウンド⇒京都府綾部総合庁舎（バス等乗換）⇒避難先 

・避難退域時検査場所又は車両一時保管場所に一時保管した自家用車は、避難先での生活が

落ち着き、避難先に保管場所を確保できた場合には、基準以上の汚染のないことを確認し

た上で、避難先に移動させることができる。 

 

＜避難経路＞ 

・避難の実施を指示された住民は、避難退域時検査場所を経由し、避難退域時検査及び除染

を行った上で所定の避難所へ避難する。 

・バスで避難する場合も自家用車で避難する場合も、高速道路、国道等の幹線道路を基本に

あらかじめ設定した避難経路で避難する。 

 

＜避難退域時検査場所＞ 

・避難退域時検査場所は、避難者（車両、人及びその携行品を含む。）の避難退域時検査及び

除染を行うほか、必要に応じて避難者の登録、車両の一時保管、バスの乗換等を行う。 

・避難退域時検査場所から先には、基準以上の汚染が確認された車両等を除染することなく

通過させてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜避難退域時検査場所候補地＞ 

○ 綾部工業団地・交流プラザ    綾部市とよさか町４ 

○ 綾部市中央公民館        綾部市里町久田 21－20 

○ 長田野公園体育館        福知山市長田野町 2 丁目 

○ 京都府立丹波自然運動公園    船井郡京丹波町曽根崩下代 110－７ 

○ 福知山市三段池公園       福知山市猪崎 377－１ 

○ 与謝野町勤労者総合福祉センター 与謝郡与謝野町四辻 161 

（野田川わーくぱる） 

   ○ 道の駅てんきてんき丹後     京丹後市丹後町竹野 313－１ 

○  京都府立ゼミナールハウス    京都市右京区京北下中町鳥谷２ 
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＜避難退域時検査及び除染＞ 

・避難退域時検査場所において、避難者の避難退域時検査及び除染を実施する。 

・避難者の避難退域時検査及び除染は、国の定める標準的な実施方法等により京都府が府内

市町村等の協力を得て実施する。 

 ➢ 放射性物質が原子力事業所外に放出される前に予防的に避難した避難者については、

避難退域時検査場所に到着するまで放射性物質の放出がなく基準以上の汚染がないと合

理的に判断できる場合には、避難退域時検査を省略することができる。 

 ➢ 自家用車・バス等の車両で避難した場合は、以下による。 

  ア 車両検査を行い、ＯＩＬ４を超える汚染が検出された場合は除染を行い再度検査す

る。 

  イ 次にバス及び除染後の自家用車に乗車する乗員のうち同様の避難行動を行った集団

ごとに代表者に対して避難退域時検査を行い、代表者にＯＩＬ４を超える汚染が検出

されない場合は、その集団全員及び携行品も同様とみなす。 

  ウ 代表者にＯＩＬ４を超える汚染が検出された場合は、その集団の他の乗員全員及び

携行品に対して避難退域時検査を行う。 

  エ 汚染拡大防止及び避難先での円滑な受入れのため、避難者は京都府が発行する通過

証を受領した上で所定の避難所へ避難する。 
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（１）避難対象範囲の避難時集結場所、避難場所等 

① 市内での避難の場合 

（単位：世帯・人）                          （高浜発電所） 

自治会名等 人 口  世帯数 避難時集結場所 避難場所 

奥
上
林
地
区 

※ 

長野 ２４ １４ 長野公民館 
基幹集落センター 
（８１） 

志古田 ２３ １４ 志古田公民館 

山内 ３４ ２１ 山内公民館 

鳥垣 ４５ ２１ 鳥垣公民館 

東綾小・中学校 
（2１２） 

有安 ５２ ３１ 有安公民館 

草壁 ２９ １９ 草壁公民館 

八代 ２１ １１ 奥上林公民館 

川原 １８ １０ 奥上林公民館 

小仲 ４３ ２５ 奥上林公民館 

古屋 ３ ３ 古屋公民館 

古和木 ２２ １７ 古和木公民館 

大本みろく殿 
（７５） 

光野 １７ １２ 光野公民館 

栃 １３ ７ 栃公民館 

大唐内 １４ ８ 水源の里・老富会館 

市茅野 ９ ５ 市茅野公民館 

地区計 ３６７ ２１８   

中
上
林
地
区 

※ 

第一区 １０８ ５４ 第一区公民館 

吉美小学校 
（2１４） 

浅原 １６ １０ 浅原公民館 

真野 ５２ ２６ 真野公民館 

小田 ３８ ２１ 小田公民館 

引地 ４５ ２６ 引地公民館 
農業振興センター 
（1０９） 西屋 ４０ １９ 西屋集会施設 

神谷 ２４ １２ 神谷公民館 

寺町 ２０ １２ 寺町公会堂 清山荘 （2０） 

日置谷 ３２ ２２ 日置谷公会堂 

中央公民館 
（２６５） 

殿 １９ １４ 殿公民館 

片山 ４６ ２０ 片山公民館 

石橋 ４６ ２２ 石橋公会堂 

馬場 １４ １０ 馬場公会堂 

山田 １８ １１ 山田公民館 

竹原 ２１ １５ 竹原公民館 

瀬尾谷 １１ ９ 瀬尾谷公会堂 

大町 ５８ ４０ 大町公会堂 

弓削 ２８ １９ 弓削公民館 
宮代コミュニティセンター 
（１１８） 遊里 ５６ ３０ 遊里公民館 

清水 ３４ ２３ 清水公民館 

睦志 ２８ １７ 睦志公会堂 
林業センター 
（７０） 

水梨 １９ １４ 水梨公民館 

辻 ２３ １３ 五泉荘 

市野瀬 ３３ ２１ 市野瀬公会堂 綾部会館 
（４３） 市志 １０ ６ 市志公民館 

松寿苑・上林 ０ ０ 松寿苑・上林 保健福祉センター （０） 

地区計 ８３９ ４８６   
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自治会名等 人 口  世帯数 避難時集結場所 避難場所 

口
上
林
地
区 

十倉志茂町 ５９ ３１ 十倉志茂集会所 
綾部中学校第１体育館 

（2１９） 
十倉中町 ６２ ３５ 十倉中町公民館 

十倉名畑町 ９８ ６１ かんばやし交流館 

十倉向町 ５２ ２５ 十倉向公会堂 

綾部小学校 

（２９６） 

武吉町 ７９ ５１ 武吉町公民館 

井根町 ４０ ２４ 井根町公会堂 

佃町 ６２ ３５ 佃町公民館 

忠町 ６３ ３６ 忠町公民館 

いこいの村 ５３ ５２ いこいの村 市まちづくりセンター（５３） 

るんびに学園 １８ １８ るんびに学園 桜が丘一丁目コミュニティセンター（１８） 

地区計 ５８６ ３６８   

山
家
地
区 

戸奈瀬町 ７８ ３７ 戸奈瀬町公会堂 
綾部中学校第２体育館 

（１８３） 
釜輪町 ５１ ２８ 釜輪町公民館 

旭町 ５４ ３１ 旭町公会堂 

広瀬町 ９４ ４６ 広瀬町公会堂 保健福祉センター

（１９７） 上原町 １０３ ５４ 上原公会堂 

橋上町 ３４ ２０ 橋上町公会堂 綾部高等学校東分校

（2０８） 東山町 １７４ ９６ 東山町公民館 

地区計 ５８８ ３１２   

東
八
田
地
区 

中山 ５０ ３３ 中山公会堂 Ｉ・Ｔビル 

（１９１） 安国寺 １４１ ７２ 安国寺公民館 

鐘鋳場 ５３ ３２ 東八田公民館 

綾部高等学校第２体育館 

（２４０） 

上町 ４９ ２４ 東八田公民館 

中町 ６３ ３３ 東八田公民館 

新町 ３４ １６ 梅迫町公民館 

門 ４１ ２０ 綾部市総合運動公園 

内谷 ５５ ２０ 八田中学校 中筋幼児園（５５） 

大石 ９４ ５１ 大石公民館 市民ホール（９４） 

高槻 １０７ ５６ 高槻公民館 農業大学校 

（2３１） 大野 １２４ ７２ 八田中学校 

延近 ８１ ３８ 綾部市総合運動公園 
高津コミュニティセンター 

（１４２） 
久保 ２１ １２ 綾部市総合運動公園 

愛宕 ４０ ２９ 愛宕集会所 

施福寺 ３８ １９ 施福寺公民館 
大本松香館 

（１１２） 
小嶋 ４３ ２８ 綾部市総合運動公園 

野瀬 ３１ ２２ 野瀬公民館 

見内 ３３ ２１ 見内公民館 田野コミュニティセンター（３３）  

鳥居野 ２０９ ９６ 綾部市総合運動公園 

日東精工㈱体育館 

（３２４） 

下村 ５０ ３３ 

弥仙会館 中川原 ４８ ２７ 

大又※ １７ １０ 

黒谷 ８１ ５４ 綾部市総合運動公園 ふれあいセンター 

（９０） 八代 ９ ７ 綾部市総合運動公園 

地区計 1,５１２ ８２５   
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自治会名等 人 口  世帯数 避難時集結場所 避難場所 

西
八
田
地
区 

上八田 １７６ ９４ 上八田公民館 綾部高等学校第１体育館 

（３８３） 七百石 ２０７ １０８ 七百石公民館 

中筋 ２０４ １０６ 中筋公民館 中筋小学校 （2０４） 

岡安 １４３ ８０ 岡安公民館 

市民センター 

（１，１３９） 

渕垣 ３０１ １５５ 渕垣公民館 

下八田 ３６０ ２４１ 下八田公民館 

あやべ台 ３３２ １１７ あやべ台第２公園 

小規模特養おかやす ３ ３ 小規模特養おかやす 

地区計 １,７２６ ９０４   

吉
美
地
区 

高倉町 ９５ ３７ 高倉町公会堂 豊里小学校 

（１９４） 小呂町 ９９ ５３ 小呂町公会堂 

星原町 ５４ ２５ 星原町公民館 豊里中学校 （５４） 

桜が丘三丁目 ０ ０ 桜が丘一丁目コミュニティセンター 桜が丘一丁目コミュニティセンター（０） 

地区計 ２４８ １１５   

物
部
地
区 

白道路 2０６ １０９ 白道路公会堂 
豊里中学校 

（2０６） 

地区計 ２０６ １０９   

志
賀
郷
地
区 

志賀郷 ２１５ １１７ 志賀小学校 豊里コミュニティセンター 

（３４７） 向田 １３２ ６６ 志賀小学校 

志賀 ６２ ３１ 志賀小学校 栗文化センター（6２）  

篠田 １０５ ５７ 篠田町公会堂 物部小学校（1０５）  

別所 ７８ ３８ 別所町公会堂 何北中学校 

（１３８） 坊口 ６０ ３０ 坊口町公会堂 

内久井 ２８ ２０ 内久井公民館 物部営農指導センター 

（８９） 金河内 ６１ ３６ 金河内公民館 

仁和 ７７ ４１ 仁和町公民館 物部会館 （７７） 

西方 
２１０ １１０ 志賀郷公民館 里山交流研修センター

森もりホール（2１０） 

地区計 １,０２８ ５４６   

合 計 ７,１００ ３,８８２ ９地区 １０３自治会等 

 

※ 大飯発電所の場合は、奥上林地区、中上林地区、東八田地区大又自治会を対象とする。 

※ 人口は、令和７年４月１日現在の住民基本台帳人口から 



17 

② 府内での避難の場合 

 

避難元市町 対象人口 西方面 南方面 

綾 部 市 ７，１００人 

避難先市町 受入人数 避難先市町 受入人数 

福知山市 ７，１００人 
亀岡市 ４，３４６人 

福知山市 ２，７５４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西方面 

南方面 
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＜西方面＞                                （その１） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避 難 退 域 時 検 査 場 所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

奥上林 

長野 長野公民館 

府道１号線⇒
市道高津旭線
⇒府道７４号
線⇒【検査場
所】⇒府道７４
号線 

綾部市中央公民
館 

福知山市 

遷喬幼稚園 
志古田 志古田公民館 

山内 山内公民館 

遷喬小学校 

有安 有安公民館 

草壁 草壁公民館 

八代 

奥上林公民館 川原 

小仲 

鳥垣 鳥垣公民館 

府立工業高
等学校 

古屋 古屋公民館 

古和木 古和木公民館 

光野 光野公民館 

栃 栃公民館 

大唐内 水源の里・老富会館 

市茅野 市茅野公民館 

中上林 

第一区 第一区公民館 

府立工業高
等学校 

浅原 浅原公民館 

真野 真野公民館 

小田 小田公民館 

引地 引地公民館 

西屋 西屋集会施設 

神谷 神谷公民館 

寺町 寺町公会堂 

日置谷 日置谷公会堂 

日新地域公
民館 

殿 殿公民館 

片山 片山公民館 

石橋 石橋公会堂 

馬場 馬場公会堂 

山田 山田公民館 

成仁小学校 

竹原 竹原公民館 

瀬尾谷 瀬尾谷公会堂 

大町 大町公会堂 

遊里 遊里公民館 

松寿苑・上林 松寿苑・上林 

弓削 弓削公民館 

清水 清水公民館 

睦志 睦志公会堂 

日新中学校 

辻 五泉荘 

水梨 水梨公民館 

市野瀬 市野瀬公会堂 

市志 市志公民館 

口上林 

十倉志茂町 十倉志茂集会所 

十倉中町 十倉中町公民館 

十倉名畑町 かんばやし交流館 

長田野体育
館 

十倉向町 十倉向公会堂 

武吉町 武吉町公民館 

井根町 井根町公会堂 

佃町 佃町公民館 
雀部小学校 

忠町 忠町公民館 

いこいの村 いこいの村 前田教育集
会所 るんびに学園 るんびに学園 
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＜西方面＞                                （その２） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

 山家 

上原町 
上原公会堂（上
原共同集会所） 

国道２７号⇒市
道味方里 1 号・
２号線⇒府道７
４号⇒【検査場
所】⇒府道 7４
号線 

綾部市中央公
民館 

福知山市 

前田児童館 

戸奈瀬町 戸奈瀬町公会堂 

福知山高等
学校 

広瀬町 広瀬町公会堂 

旭町 旭町公会堂 

釜輪町 釜輪町公民館 

橋上町 橋上町公会堂 

東山町 東山町公民館 

東八田 

中山 中山公会堂 

国道 27 号⇒市
道味方 1 号線・
２号線⇒府道 7
７号線⇒【検査
場所】⇒府道 7
４号線 

南陵中学校 
安国寺 安国寺公民館 

新町 梅迫町公民館 

愛宕 愛宕集会所 

鐘鋳場 

東八田公民館 桃映中学校 上町 

中町 

内谷 
八田中学校 

旧勤労青少
年ホーム 大野 

大石 大石公民館 
淳明小学校 

高槻 高槻公民館 

施福寺 施福寺公民館 

三段池公園 

野瀬 野瀬公民館 

見内 見内公民館 

下村 

弥仙会館 中川原 

大又 

門 

綾部市総合運動
公園 

延近 

久保 

小嶋 

鳥居野 

黒谷 

八代 

西八田 

岡安 岡安公民館 

府道 74 号線⇒
市道綾部工業団
地線⇒府道７４
号線⇒【検査場
所】⇒府道７４
号線 

三段池公園 

中筋 中筋公民館 

七百石 七百石公民館 

上八田 上八田公民館 

渕垣 渕垣公民館 

下八田 下八田公民館 

あやべ台 あやべ台第２公園 

小規模特養お
かやす 

小規模特養おか
やす 
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＜西方面＞                                （その３） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

吉美 

高倉町 高倉町公会堂 

府道７４号⇒市
道綾部工業団地
線⇒府道７４号
線⇒【検査場所】
⇒府道７４号 

綾部市中央公
民館 

福知山市 大正小学校 
星原町 星原町公民館 

小呂町 小呂町公会堂 

桜が丘三丁目 
桜が丘一丁目コ
ミュニティセン
ター 

物部 白道路 白道路公会堂 

府道４８５号線
⇒府道９号線⇒
府道５５号線⇒
【検査場所・避
難バス車両一時
待機場所】 

福知山市三段
池公園 

福知山市 

庵我小学校 

志賀郷 

志賀郷 

志賀小学校 

府道４９０号線
⇒府道９号線⇒
府道５５号線⇒
【検査場所・避
難バス車両一時
待機場所】 

市民体育館 

志賀 

向田 

篠田 篠田町公会堂 

別所 別所町公会堂 

坊口 坊口町公会堂 

仁和 仁和町公民館 

昭和小学校 
西方 志賀郷公民館 

金河内 金河内公民館 

内久井 内久井公民館 

 



21 

＜南方面＞                                （その１） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

奥上林 

長野 長野公民館 

国道２７号⇒京
都縦貫自動車道
（京丹波わち
IC）⇒（丹波 IC）
⇒国道９号⇒
【検査場所】⇒
京都縦貫自動車
道（丹波 IC）⇒
（亀岡 IC）⇒亀
岡運動公園 

京都府立丹波
自然運動公園 

亀岡市 

東別院町ふれ
あいセンター 

志古田 志古田公民館 

山内 山内公民館 

鳥垣 鳥垣公民館 
旧別院中学校 

草壁 草壁公民館 

有安 有安公民館 

東別院小学校 

古和木 古和木公民館 

八代 

奥上林公民館 川原 

小仲 

光野 光野公民館 

西別院小学校 

古屋 古屋公民館 

大唐内 
水源の里・老富
会館 

市芽野 市芽野公民館 

栃 栃公民館 

中上林 

第一区 第一区公民館 

大井小学校 浅原 浅原公民館 

真野 真野公民館 

瀬尾谷 瀬尾谷公会堂 

大成中学校 
小田 小田公民館 

引地 引地公民館 

市野瀬 市野瀬公会堂 

西屋 西屋集会施設 
千代川小学校 

清水 清水公民館 

神谷 神谷公民館 千代川町自治
会館 日置谷 日置谷公会堂 

寺町 寺町公会堂 

曽我部小学校 
殿 殿公民館 

片山 片山公民館 

石橋 石橋公会堂 

馬場 馬場公会堂 

薭田野小学校 

竹原 竹原公民館 

山田 山田公民館 

弓削 弓削公民館 

水梨 水梨公民館 

市志 市志公民館 

大町 大町公会堂 

南桑中学校 睦志 睦志公会堂 

辻 五泉荘 

遊里 遊里公民館 大井生涯学習
センター 松寿苑・上林 松寿苑・上林 
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＜南方面＞                                （その２） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

口上林 

十倉志茂町 十倉志茂集会所 

国道２７号⇒京
都縦貫自動車道
（京丹波わち
IC）⇒（丹波 IC）
⇒国道９号⇒
【検査場所】⇒
京都縦貫自動車
道（丹波 IC）⇒
（亀岡 IC）⇒亀
岡運動公園 

京都府立丹波
自然運動公園 

亀岡市 

育親中学校 

十倉中町 十倉中町公民館 
ほんめ町ふれ
あいセンター 

十倉名畑町 かんばやし交流館 亀岡市交流会
館 武吉町 武吉町公民館 

十倉向町 十倉向公会堂 旧本梅小学校 

井根町 井根町公会堂 畑野町公民館 

佃町 佃町公民館 

旧畑野小学校 
忠町 忠町公民館 

いこいの村 いこいの村 
西つつじヶ丘
ふれあいセン
ター 

るんびに学園 るんびに学園 
森の自然こど
も園東本梅 

山家 

上原町 上原公会堂 国道 27 号⇒京
都縦貫自動車道
（京丹波わち
IC）⇒（丹波 IC）
⇒国道９号⇒
【検査場所】⇒
京都縦貫自動車
道（丹波 IC）⇒
（亀岡 IC）⇒亀
岡運動公園 

南丹高等学校 橋上町 橋上町公会堂 

東山町 東山町公民館 

戸奈瀬町 戸奈瀬公会堂 

亀岡川東学園 

広瀬町 広瀬町公会堂 

旭町 旭町公会堂 

釜輪町 釜輪町公民館 

東八田 

中山 中山公会堂 
国道 27 号⇒京
都縦貫自動車道
（綾部安国寺
IC）⇒京都縦貫
自動車道（京丹
波みずほ IC）⇒
国道 173 号⇒
国道９号⇒京都
府立丹波自然運
動公園⇒京都縦
貫自動車道（丹
波ＩＣ）⇒（亀
岡ＩＣ）⇒亀岡
運動公園 

ガレリアかめ
おか 

鐘鋳場 

東八田公民館 上町 

中町 

安国寺 安国寺公民館 詳徳小学校 

門 

綾部市総合運動
公園 

亀岡高等学校 

延近 

久保 

八代 

小嶋 

鳥居野 

黒谷 

大石 大石公民館 
つつじヶ丘小
学校 
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＜南方面＞                                （その３） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

東八田 

新町 梅迫公民館 

国道２７号⇒京
都縦貫自動車道
（綾部安国寺
IC）⇒（京丹波
みずほ IC）⇒国
道９号⇒【検査
場所】⇒京都縦
貫自動車道（丹
波 IC）⇒（亀岡
IC）⇒亀岡運動
公園 

京都府立丹波
自然運動公園 

亀岡市 

安詳小学校 内谷 
八田中学校 

大野 

高槻 高槻公民館 詳徳中学校 

愛宕 愛宕集会所 

亀岡小学校 
施福寺 施福寺公民館 

野瀬 野瀬公民館 

見内 見内公民館 

大又 

弥山会館 城西小学校 下村 

中川原 

西八田 

岡安 岡安公民館 

府道 74 号線⇒
【検査場所・避
難バス車両一時
待機場所】 

福知山市三段
池公園 

福知山市 三段池公園 

中筋 中筋公民館 

七百石 七百石公民館 

上八田 上八田公民館 

渕垣 渕垣公民館 

下八田 下八田公民館 

あやべ台 あやべ台第２公園 

小規模特養お
かやす 

小規模特養おか
やす 

吉美 

高倉町 高倉町公会堂 

府道７４号線⇒
国道２７号⇒京
都縦貫自動車道
（綾部安国寺
IC）⇒京都縦貫
自動車道（丹波
IC）⇒国道９号
⇒【検査場所】
⇒京都縦貫自動
車道（丹波 IC）
⇒（亀岡 IC）⇒
亀岡運動公園 京都府立丹波

自然運動公園 
亀岡市 

さくら公園体
育館 

星原町 星原町公民館 

府道４９４号線
⇒国道２７号⇒
京都縦貫自動車
道（綾部安国寺
IC）⇒京都縦貫
自動車道（丹波
IC）⇒国道９号
⇒【検査場所】
⇒京都縦貫自動
車道（丹波 IC）
⇒（亀岡 IC）⇒
亀岡運動公園 

小呂町 小呂町公会堂 
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＜南方面＞                                （その４） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
避難退域時検査場所 
（スクリーニングポイント） 

避難先 
市町名 避難所 

吉美 桜が丘三丁目 
桜が丘一丁目コ
ミュニティセン
ター 

市道綾部工業団
地線⇒国道２７
号⇒京都縦貫自
動車道（綾部安
国寺 IC）⇒京都
縦貫自動車道
（丹波 IC）⇒国
道９号⇒【検査
場所】⇒京都縦
貫自動車道（丹
波 IC）⇒（亀岡
IC）⇒亀岡運動
公園 

京都府立丹波
自然運動公園 

亀岡市 

さくら公園体
育館 

物部 白道路 白道路公会堂 

府道４８５号⇒
府道４８４号⇒
国道２７号⇒京
都縦貫自動車道
（綾部安国寺
IC）⇒京都縦貫
自動車道（丹波
IC）⇒【検査場
所】⇒京都縦貫
自動車道（丹波
IC）⇒（亀岡 IC）
⇒亀岡運動公園 

亀岡中学校 

志賀郷 

志賀郷 

志賀小学校 

府道４９０号⇒
府道９号⇒府道
５５号⇒【検査
場所・避難バス
車両一時待機場
所】 

福知山市三段
池公園 

福知山市 

市民体育館 

志賀 

向田 

篠田 篠田町公会堂 

別所 別所町公会堂 

坊口 坊口町公会堂 

仁和 仁和町公民館 

昭和小学校 
西方 志賀郷公民館 

金河内 金河内公民館 

内久井 内久井公民館 
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③ 広域での避難（一時滞在）の場合 

 

避  難  元 避難先市町 

奥上林 ３６７人 兵庫県佐用町 

中上林 ８３９人 兵庫県太子町 

口上林（586）・東八田（1,51２） ２，０９８人 兵庫県たつの市 

山家（588）・吉美（248） ８３６人 兵庫県相生市 

西八田 １，７２６人 兵庫県赤穂市 

物部（206）・志賀郷（1,028） １，２３４人 兵庫県宍粟市 

計 ７，１００人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市 
相
生
市 

上郡町 

佐用町 

宍粟市 

綾部市 

太子町 

たつの市 
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（その１） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
拠 点 
避難所 

避難先 

市町名 避難所 

奥上林 

長野 長野公民館 

府道１号⇒国道２７
号⇒府道８号⇒府道
７７号⇒市道高津旭
線⇒三段池公園⇒府
道５５号⇒国道９号
⇒福知山ＩＣ⇒舞鶴
若狭自動車道⇒吉川
ＪＣＴ⇒中国自動車
道⇒佐用ＩＣ⇒国道
373 号⇒国道 179
号 

上月体育
館 

佐用町 

佐用町立上
月中学校 

志古田 志古田公民館 

山内 山内公民館 

鳥垣 鳥垣公民館 

有安 有安公民館 

上月体育館 

草壁 草壁公民館 

八代 奥上林公民館 

川原 
奥上林公民館 

小仲 

古屋 古屋公民館 

古和木 古和木公民館 

光野 光野公民館 

栃 栃公民館 

大唐内 
水源の里・老富
会館 

市茅野 市茅野公民館 

中上林 

第一区 第一区公民館 

府道１号⇒国道２７
号⇒府道８号⇒府道
７７号⇒市道高津旭
線⇒三段池公園⇒府
道５５号⇒国道９号
⇒福知山ＩＣ⇒舞鶴
若狭自動車道⇒吉川
ＪＣＴ⇒中国自動車
道⇒福崎ＩＣ⇒播但
連絡有料道路⇒山陽
姫路東ＩＣ⇒山陽自
動車道⇒山陽姫路西
ＩＣ⇒姫路西バイパ
ス⇒太子竜野バイパ
ス⇒福田ランプ⇒国
道 2 号 

サンシャ
インガー
デンプラ

ザ 

太子町 

町民体育館 

浅原 浅原公民館 

真野 真野公民館 

小田 小田公民館 

引地 引地公民館 

西屋 西屋集会施設 

神谷 神谷公民館 

寺町 寺町公会堂 

日置谷 日置谷公会堂 

殿 殿公民館 

サンシャイ
ンガーデン
プラザ 

片山 片山公民館 

石橋 石橋公会堂 

馬場 馬場公会堂 

山田 山田公民館 

竹原 竹原公民館 

瀬尾谷 瀬尾谷公会堂 

大町 大町公会堂 

水梨 水梨公民館 

弓削 弓削公民館 

遊里 遊里公民館 

清水 清水公民館 

睦志 睦志公会堂 太田公民館 

市野瀬 市野瀬公会堂 石海公民館 

辻 五泉荘 龍田公民館 

市志 市志公民館 

斑鳩公民館 松寿苑・上
林 

松寿苑・上林 
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（その２） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
拠 点 
避難所 

避難先 

市町名 避難所 

口上林 

十倉志茂町 十倉志茂集会所 府道１号⇒国道２７
号⇒府道８号⇒府道
７７号⇒市道高津旭
線⇒三段池公園⇒府
道５５号⇒国道９号
⇒福知山ＩＣ⇒舞鶴
若狭自動車道⇒吉川
ＪＣＴ⇒中国自動車
道⇒福崎ＩＣ⇒播但
連絡有料道路⇒山陽
姫路東ＩＣ⇒山陽自
動車道⇒龍野ＩＣ⇒
県道２９号⇒国道２
号⇒県道２９号⇒県
道１３３号 

― 
た つ の
市 

御津体育館 

十倉中町 十倉中町公民館 

十倉名畑町 かんばやし交流館 

十倉向町 十倉向公会堂 

武吉町 武吉町公民館 

井根町 井根町公会堂 

佃町 佃町公民館 

忠町 忠町公民館 

いこいの村 いこいの村 

るんびに学
園 

るんびに学園 

山家 

戸奈瀬町 戸奈瀬町公会堂 国道２７号⇒府道 8
号⇒府道７７号⇒市
道高津旭線⇒三段池
公園⇒府道５５号⇒
国道９号⇒福知山Ｉ
Ｃ⇒舞鶴若狭自動車
道⇒吉川ＪＣＴ⇒中
国自動車道⇒福崎Ｉ
Ｃ⇒播但連絡有料道
路⇒山陽姫路東ＩＣ
⇒山陽自動車道⇒龍
野西ＩＣ⇒県道１２
１号 

市民体
育館 

相生市 

相生市立双
葉中学校 旭町 旭町公会堂 

釜輪町 釜輪町公民館 相生市立中
央小学校 広瀬町 広瀬町公会堂 

上原町 
上原公会堂（上
原共同集会所） 

市民体育館 

橋上町 橋上町公会堂 

東山町 東山町公民館 

東八田 

中山 中山公会堂 

国道２７号⇒市道味
方１号線・2 号線⇒府
道７７号⇒市道高津
旭線⇒三段池公園⇒
府道５５号⇒国道９
号⇒福知山ＩＣ⇒舞
鶴若狭自動車道⇒吉
川ＪＣＴ⇒中国自動
車道⇒山崎ＩＣ⇒国
道２９号⇒県道２６
号 

― 
た つ の
市 

揖保川とき
めきセンタ
ー 

安国寺 安国寺公民館 

鐘鋳場 

東八田公民館 上町 

中町 

新町 梅迫町公民館 

門 綾部市総合運動公園 

内谷 八田中学校 

大石 大石公民館 

高槻 高槻公民館 

大野 八田中学校 

延近 
綾部市総合運動公園 

久保 

愛宕 愛宕集会所 

施福寺 施福寺公民館 

小嶋 綾部市総合運動公園 

野瀬 野瀬公民館 

見内 見内公民館 

鳥居野 綾部市総合運動公園 

下村 

弥仙会館 中川原 

大又 

黒谷 
綾部市総合運動公園 

八代 
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（その３） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
拠 点 
避難所 

避難先 

市町名 避難所 

西八田 

上八田 上八田公民館 府道７４号⇒市道綾
部工業団地線⇒府道
494 号⇒府道７７号
⇒市道高津旭線⇒三
段池公園⇒府道５５
号⇒国道９号⇒福知
山ＩＣ⇒舞鶴若狭自
動車道⇒吉川ＪＣＴ
⇒中国自動車道⇒福
崎ＩＣ⇒播但有料連
絡道路⇒山陽姫路東
ＩＣ⇒山陽自動車道
⇒赤穂ＩＣ⇒県道９
６号⇒国道２５０号 

市民会
館体育
館 

赤穂市 

品川リフラ赤穂
市民総合体育館 

七百石 七百石公民館 

中筋 中筋公民館 

岡安 岡安公民館 

渕垣 渕垣公民館 

市民会館 下八田 下八田公民館 

あやべ台 あやべ台第 2 公園 

吉美 

高倉町 高倉町公会堂 府道494号⇒府道７
７号⇒市道高津旭線
⇒三段池公園⇒府道
５５号⇒国道９号⇒
福知山ＩＣ⇒舞鶴若
狭自動車道⇒吉川Ｊ
ＣＴ⇒中国自動車道
⇒福崎ＩＣ⇒播但有
料連絡道路⇒山陽姫
路東ＩＣ⇒山陽自動
車道⇒龍野西ＩＣ⇒
県道１２１号⇒国道
２号 

市民体
育館 

相生市 

相生市立青葉台
小学校 星原町 星原町公民館 

小呂町 小呂町公会堂 

相生市立那波中
学校 桜が丘三丁

目 

桜が丘一丁目コ
ミュニティセン
ター 

物部 白道路 白道路公会堂 

府道 9 号⇒府道 55
号⇒三段池公園⇒府
道５５号⇒国道９号
⇒福知山ＩＣ⇒舞鶴
若狭自動車道⇒吉川
ＩＣ⇒中国自動車道
⇒山崎ＩＣ⇒国道２
９号 

― 宍粟市 

宍粟市立一宮南
中学校 

生涯学習センタ
ー学遊館 

志賀郷 

別所 別所町公会堂 

府道490号⇒府道9
号⇒府道５５号⇒三
段池公園⇒府道５５
号⇒国道 9 号⇒福知
山ＩＣ⇒舞鶴若狭自
動車道⇒吉川ＩＣ⇒
中国自動車道⇒山崎
ＩＣ⇒国道 29 号 

志賀郷 志賀小学校 宍粟市立はりま
一宮小学校 

向田 志賀小学校 宍粟市立山崎小
学校 坊口 坊口町公会堂 

金河内 金河内公民館 

宍粟市立千種小
学校 

仁和 仁和町公民館 

志賀 志賀小学校 
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  （その４） 

地域 地区 集合場所 主な避難経路 
拠 点 
避難所 

避難先 

 

篠田 篠田町公会堂 
府道490号⇒府道9
号⇒府道５５号⇒三
段池公園⇒府道５５
号⇒国道 9 号⇒福知
山ＩＣ⇒舞鶴若狭自
動車道⇒吉川ＩＣ⇒
中国自動車道⇒山崎
ＩＣ⇒国道 29 号 

― 宍粟市 

宍粟防災センタ
ー 

波賀Ｂ＆Ｇ海洋
センター 

内久井 内久井公民館 

西方 志賀郷公民館 スポニックパー
ク一宮 
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（２）避難用車両の確保 

 防護措置の判断基準（EAL 及び OIL）に基づく、段階的な避難を安全・確実に実施するた

め、集団で避難することを基本に、国や関西広域連合、京都府の協力を得て、避難に必要な

バスの台数確保に務めるものとする。 

 なお、不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合は、京都府を通じて自衛隊

や警察、消防等実動部隊に支援を要請するものとする。 

 

＜各府県のバス会社が保有する車両台数＞ 

府県名 保有台数（台） 府県名 保有台数（台） 

京 都 府 ２，３５０  和 歌 山 県 ７１８  

滋 賀 県 ９５０  三 重 県 １，３３７  

大 阪 府 ５，３３６  徳 島 県 ６１９  

兵 庫 県 ４，１００  石 川 県 １，１１０  

奈 良 県 １，０２２  鳥 取 県 ５２０  

（資料：高浜地域の緊急時対応） 

 

＜近隣市のバス会社が保有する車両台数＞          令和４年１月１日現在 

事業者名 保有台数（台） 輸送可能人員（人） 所在地 連絡先電話 

あやバス 

㈱関西丸和ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 

乗合 １２ 

 

貸切 － 

３８８ 

３８８ 

 － 

綾部市桜が丘３丁目6-3 0773-43-3800 

丸中観光バス㈱ 

乗合 － 

 

貸切 ８ 

 － 

２４６ 

２４６ 

京丹後市峰山町新町

1773-1 
0772-62-4858 

久美浜観光バス㈱ 

乗合 － 

 

貸切  ８ 

 － 

２５２ 

２５２ 

京丹後市久美浜町佐野

884-1 
0772-84-9030 

㈱京都さくら観光バス 

乗合 － 

 

貸切 ８ 

 － 

 ２５８ 

２５８ 

京丹後市久美浜町丸山

58 
0772-84-0818 

丹後海陸交通㈱ 

乗合 ６０ 

 

貸切 １０ 

２,８４２ 

３,２３２ 

３９０ 

与謝野郡与謝野町字上山

田 641-1 
0772-42-0326 

京都交通㈱ 

乗合 ４５ 

 

貸切 １５ 

１,７３０ 

２,３６９ 

６３９ 

舞鶴市字喜多1048-27 0773-75-5000 

㈱コスモ観光 

乗合 － 

 

貸切 １５ 

  － 

４８３ 

４８３ 

舞鶴市字公文名 70-1 0773-77-1555 

日本交通㈱ 

乗合 － 

 

貸切 １４ 

  － 

４６２ 

４６２ 

福知山市篠尾長ケ坪

115-11 
0773-23-9111 

前田観光自動車㈱ 

乗合 － 

 

貸切 ８ 

  － 

３４２ 

３４２ 

福知山市末広町 5-31 0773-24-0117 
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つづき 

事業者名 保有台数（台） 輸送可能人員（人） 所在地 連絡先電話 

㈱京都みやび交通 

乗合 － 

 

貸切  ５ 

  － 

１３５ 

１３５ 

南丹市美山町音海上野 3 0771-75-1177 

（有）美山観光バス 

乗合 － 

 

貸切  ４ 

  － 

１０２ 

１０２ 

南丹市美山町鶴ヶ岡橋戸

20-1 
0771-76-9060 

 

＜市が保有する避難用車両台数＞ 

防災・危機管理課 ４ ワゴン２、リフト付きマイクロバス２、 

総務課 １ マイクロバス１ 

社会福祉課 2 リフト付きマイクロバス１、大型バス１ 

社会教育課 １ マイクロバス１ 

高齢者支援課 1 マイクロバス１ 

 

＜社会福祉施設が保有する避難用車両台数＞ 

高齢者支援センター松寿苑（綾部市生活支援ハウス） １ ワゴン１ 

いこいの村聴覚言語障害センター １ ワゴン１ 

 

（３）避難の確認 

   避難対象地域住民等の避難輸送の確認については、次のとおりとする。 

  ① バスに乗車の際、市職員により氏名を確認する。 

  ② 個人乗用車等での自力避難者は、綾部市災害対策本部又は自治会長に避難者と避難

先を伝える。 

  ③ 避難完了の確認は、市職員、消防署員、警察署員による班を編成し、戸別訪問のう

え、確認する。 

 

（４）事業所従業員、観光客等一時滞在者等への対応 

  事業所従業員、観光客等一時滞在者等、対象地区に住居を有さない方に対しては、全面

緊急事態に至るまでに防災行政無線等を通じて、速やかな帰宅を指示する。 

  なお、別に対象地区の事業所名簿を作成し、市職員等により避難の状況を確認するとと

もに、地区内巡回により確認を行う。 
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（１）在宅の要支援者の避難について 

  市は、避難行動要支援者名簿を毎年更新し、平常時から要支援者の把握に努める。 

市は、名簿に基づき避難行動要支援者の同居者及び支援者に対し、防災行政無線、ＦＭ

いかる、緊急速報メール（NTT ドコモではエリアメール）、電話などを用いて情報提供を行

い、避難行動要支援者の屋内退避、一時移転等を実施する。 

一般の避難所での生活が困難な方については、災害発生時における福祉避難所の設置運

営に関する協定書に基づき、社会福祉施設に対して協力を求める。 

福祉避難所で受け入れが困難な場合は、京都府災害時要配慮者避難支援センターに避難

先の調整・確保を依頼する。 

 

 

 

 

＜受入れ可能福祉施設＞ 

施  設  名 所 在 地 連 絡 先 

綾部市保健福祉センター 綾部市青野町東馬場下 15-6 0773-42-0111 

特別養護老人ホーム丹の国荘 綾部市小畑町うずいの６７ 0773-48-0701 

医療法人社団恵心会 介護老人保健施設 

綾部京都さくらホーム 
綾部市高津町遠所１番地 611 0773-40-1066 

ミストラル介護センター綾部 綾部市栗町土居ノ内 31 0773-47-9100 

特別養護老人ホーム京都綾部ききょうの郷  綾部市高津町遠所 1-621 0773-40-1300 

特別養護老人ホーム京都老人ホーム 京都市伏見区深草大亀谷東古御香町 59・60 075-641-6622 

特別養護老人ホームヴィラ向島 京都市伏見区向島新上林町 16 075-622-8687 

特別養護老人ホームレーベン横大路 京都市伏見区横大路鍬ノ本 35 075-622-8855 

特別養護老人ホーム竹の里ホーム 長岡京市奥海印寺走田 1-1 075-951-2230 

京都市桂川療護園 京都市西京区下津林東大般若町 32 075-391-1675 

京都市洛南身体障害者福祉会館 京都市南区吉祥院西定成町 35 075-691-2468 

福知山学園あまだ翠光園 福知山市三和町千束 833-1 0773-58-2822 

京北やまぐにの郷 京都市右京区北大野町菖蒲ケ回互 10-2 075-853-0571 

ききょうの杜 福知山市桔梗が丘６丁目 31 0773-20-3111 

 

＜屋内退避施設＞ 

施  設  名 所 在 地 連 絡 先 

奥上林公民館（林業者等健康管理センター） 故屋岡町三反田１５ 0773-55-0001 

高齢者支援センター松寿苑（綾部市生活支援ハウス）  八津合町寺町１－１、２５ 0773-54-9030 

いこいの村（梅の木寮） 十倉名畑町久瀬谷 2 0773-46-0101 

 ※施設周辺の要支援者で、避難することにより、かえって健康リスクが高まるような者に

５ 要配慮者への配慮 

在宅要支援者 避難時集結場所 避難退域時検査場所 
避難所 

社会福祉施設等 

車両・徒歩等 バス、福祉車両、救急車等 
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ついては、放射線防護機能を付加した上記施設に屋内退避することにより、安全な避難に

努めるものとする。 

 

＜要支援者搬送病院＞ 

施  設  名 所 在 地 連絡先 

綾部市立病院 青野町大塚 20-1 0773-43-0123 

公益社団法人 京都協立病院 高津町三反田１ 0773-42-0440 

 

＜在宅の要支援者の状況＞                   令和７年１月１日現在 

 高浜発電所 大飯発電所 

奥上林地区 ５２ ５２ 

中上林地区 １３０ １３０ 

口上林地区 ２４  

山家地区 ４４  

東八田地区 １０１ ３ 

西八田地区 ８０  

吉美地区 ７  

物部地区 ８  

志賀郷地区 ７８  

合計 ５２４ １８５ 

（資料：避難行動要支援者名簿） 

（２）社会福祉施設の受入先確保について 

避難行動要支援者については、避難等により健康リスクが高まる者があることを考慮し、

移動の困難性やリスクの程度など各人の特性を踏まえた避難計画を策定する必要がある。 

福祉施設において、一時移転等の防護措置が必要となった場合は、京都府災害対策本部

内に設置される京都府災害時要配慮者避難支援センターに対し、避難先の調整・確保につ

いて協力を要請する。 

  避難手段については、特殊な車両が必要となることから、施設管理者や京都府、京都府

災害時要配慮者避難支援センターと連携し、移送手段の確保に務めるものとする。 

  通所サービス利用者については、時間的に余裕のない場合等を除き、ＥＡＬ１（警戒事

態）が発出された段階で施設から帰宅し、避難指示の発令後、自宅等からの避難を行う。

ただし、時間的余裕がなく、やむを得ず屋内退避させる必要がある場合は、家族や支援者

に連絡の上、施設内にとどまらせ、施設から避難を行う。 

  市は、京都府災害対策本部、京都府災害時要配慮者避難支援センター及び避難元施設と

密接に連携し、要支援者の迅速な避難の実施に努める。 

 

＜マッチングフロー＞ 

①災害時要配慮者避難支援センターから避難先・避難元双方の社会福祉施設に災害に対する

情報を提供 
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バス、福祉車両、救急車等 

避難先社会福祉施設 

②避難元の社会福祉施設からセンターに、避難者数及び必要な移送手段を報告 

③センターによる避難先施設の状況確認及びマッチングの実施 

④センターから京都府災害対策本部へ必要な移送手段の確保を依頼 

⑤センターと災害対策本部による移送等、避難実施についての協議・調整 

⑥センターから受入先、避難元双方の社会福祉施設に避難方針を連絡 

⑦避難の実施 

 

 

 

 

 

避難時に特に配慮を必要とする施設 高浜発電所 30㎞圏内 

名       称 所   在   地 
高浜発電所からの 

入居者等 電話番号 
方 位 距離(km) 

高齢者支援センター松寿苑  ※ 
デイサービスセンター 

八津合町寺町1-1・25 南西 20km 2５人 54-9030 

綾部市生活支援ハウスあたご ※ 八津合町寺町1-1・25 南西 20km 10人 54-9030 

高齢者支援センター松寿苑  ※ 
小規模特養あたご 

八津合町寺町1-1・25 南西 20km 20人 54-0202 

特別養護老人ホーム 
いこいの村梅の木寮 

十倉名畑町久瀬谷2 南西 25km 87人 46-0101 

障害者支援施設いこいの村栗の木寮 十倉名畑町久瀬谷2 南西 25ｋｍ 47人 46-0101 

綾部東部 
デイサービスセンター 

十倉名畑町欠戸29-1 南西 25km 35人 46-0155 

いこいの村・とくらの家 十倉名畑町欠戸20-1 南西 25km 9人 46-0771 

グループホームコスモス寮 十倉名畑町折紙田18-2 南西 25km 5人 46-0751 

山家小規模多機能型 
居宅介護施設やまぶき 

上原町木トラ1-3 南西 30km 29人 45-1234 

うえすぎ松寿苑 
デイサービスセンター 

上杉町花ノ木2-3 南西 25km 9人 44-8100 

綾部市生活支援ハウスうえすぎ 上杉町花ノ木2-3 南西 25km 5人 44-8100 

社協の家つどい 上杉町宮ノ谷１０ 南西 2５km ３0 人 44-0396 

小規模特養おかやす 岡安町大道16 南西 29km 20 人 44-8007 

社協の家なごみ 志賀郷町下町3 南西 29km 20 人 49-5035 

※ 大飯発電所30㎞圏内 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設 避難退域時検査場所 

 

バス、福祉車両、救急車等 
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＜避難先施設＞ 

避 難 元 避     難     先 

施 設 名 施 設 名 所  在  地  等 

障害者支援施設いこいの村

栗の木寮 
京都府立心身障害者福祉センター 

城陽市中芦原 

0774-54-1400 

特別養護老人ホーム 

いこいの村梅の木寮 

特別養護老人ホーム梅林園 
城陽市中芦原 55 

0774-52-4500 

特別養護老人ホーム 

ビハーラ本願寺 

城陽市羅奈島内垣内１ 

0774-54-0700 

特別養護老人ホーム楽生苑 
久御山町坊之池坊村中 66 

075-632-1094 

高齢者支援センター松寿苑 

小規模特養あたご 

特別養護老人ホーム第２松寿苑 
綾部市田野町田野山 2-169 

0773-43-1123 

医療機関 － 

いこいの村・とくらの家 特別養護老人ホーム楽生苑 
久御山町坊之池坊村中 66 

075-632-1094 

グループホームコスモス寮 京都府立心身障害者福祉センター 
城陽市中芦原 

0774-54-1400 

小規模特養おかやす 特別養護老人ホーム第２松寿苑 
綾部市田野町田野山 2-169 

0773-43-1123 

るんびに学園 つばさ園 
京都市西京区山田平尾町 51-28 

075-381-3650 

 

（３）学校、幼稚園等の避難等 

   就業中に原子力発電所において住民等に影響を及ぼす事故・故障等が発生した場合は、

学校長、園長等を中心とした原子力災害対策本部を設置し、市災害対策本部及び教育委

員会からの指示・情報に基づき、児童・生徒・園児等及び教職員等施設関係者の安全確

保を図る。 

   学校、幼稚園等は、災害時における市災害対策本部及び教育委員会との連絡体制を整

備し、情報収集や屋内退避、避難時における教職員の役割分担など、あらかじめ定めた

計画を基本として、災害の状況に応じた臨機応変な対応を行うものとする。 

児童・生徒・園児等の避難については、警戒事態（ＥＡＬ１）において、保護者への

引き渡しを決定して、保護者への連絡を開始し、全面緊急事態（ＥＡＬ３）までに帰宅

又は引き渡しを完了する。 

保護者への引き渡しは、引き渡し確認表に基づき実施し、帰宅後は自宅の所在する地

域の住民として避難する。 

教職員等施設関係者は、児童・生徒・園児等を安全に保護者に引き渡した後に避難す

る。 

保護者への引き渡しができなかった児童・生徒・園児等については、校内の適切な場

所にとどまらせ、学校が所在する自治会の避難所に避難する。 

保護者とは、平常時から学校の避難先について確認し合い、保護者への児童・生徒・

園児等の引き渡しは、引き渡し確認表に基づいて、避難先で行うものとする。 
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＜段階に応じた災害への対応＞ 

 ① 警戒事態発生の通報が市にあったとき。 

  ・学校長、園長等を中心とした原子力災害対策本部の設置 

  ・市災害警戒本部及び市教育委員会からの情報入手と伝達 

  ・児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の確認 

  ・緊急でない電話や携帯電話の通話を控える。 

  ・テレビやラジオによる国、京都府の情報にも注意する。 

  ・警戒事態において、保護者に迎えを依頼の上、児童・生徒・園児等を帰宅させる措置

をとる。保護者への引き渡しは、全面緊急事態（屋内退避指示）までに完了する。 

 

 ② 「屋内退避」時の対応 

  ・教室や体育館などの屋内に退避させる。 

  ・洗顔、うがい、手洗いを行う。 

  ・ドア、窓は閉め、換気扇は止める。 

  ・一旦学校内での退避とし、状況に応じて、市災害対策本部と協議の上、保護者に連絡

をし、バス下校等による自宅退避に移行する。 

 

 ③ 「避難指示」時の対応 

  ・市災害対策本部から学校等に避難の指示を行う。 

  ・マスクや上着を着用して、持ち物を最小限にまとめる。 

  ・児童、生徒、園児等及び教職員等施設関係者の確認 

  ・市災害対策本部が手配したバス等に乗車し、避難退域時検査場所へ輸送 

  ・避難退域時検査終了後、バスを乗り換えて避難所へ輸送 

 

＜ＵＰＺ圏内の学校等＞                    令和７年４月 1日現在 

名  称 所在地 

高浜発電所からの 園児・ 

児童・ 

生徒数 

電話番号 
方位 距離（㎞） 

綾東こども園 十倉名畑町三ツ辻 7-2 南西 25 ㎞ ４0 人 45-1488 

八田幼稚園 梅迫町大野 20 南西 26 ㎞ １６人 44-0012 

上林小学校・ 

上林中学校      ※ 
八津合町片山 17 南西 １９㎞ ５２人 54-0001 

東八田小学校 上杉町中嶋 2 南西 25 ㎞ ３４人 44-0004 

西八田小学校 岡安町家ノ下 10 南西 28 ㎞ ７４人 44-0145 

志賀小学校 志賀郷町丁田 8 南西 29 ㎞ ３７人 49-0207 

八田中学校 梅迫町大野 20 南西 26 ㎞ ７3 人 44-0024 

※ 大飯発電所 32.5 ㎞圏内 
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（１）救護所の設置 

  ① 避難所開設初動期 

    避難所に避難してきた住民に対し、氏名、住所等の確認を行うとともに、京都府と

連携して救護所を設置し、避難者の健康管理に努めるものとする。 

  ② 避難所生活安定期 

    避難所生活をすることにより、継続した治療が必要な住民や常備薬を服用している

住民について、各避難所で避難所担当職員が確認を行い、保健部医療班が取りまとめ、

医療機関等の協力を得て、診療等を行うものとする。 

    また、京都府中丹東保健所との連携のもと、保健師を各避難所に派遣し、避難者の

健康管理や精神的ストレスのケアに当たる。 

 

（２）原子力災害時における医療体制 

   避難退域時検査場所でのスクリーニング数値により、被ばくの可能性があると判断さ

れる場合は、京都府と連携し、下記の原子力災害拠点病院等に搬送するものとする。 

 

府内の原子力災害拠点病院 

施  設  名 所 在 地 連 絡 先 

独立行政法人国立病院機構 

京都医療センター（基幹病院） 

京都市伏見区深草向畑町

１－１ 
075-641-9161 

京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原

町５４ 

075-751-3111 

京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町通広

小路上る梶井町４６５ 

075-251-5111 

中丹管内の原子力災害医療協力機関（医療機関） 

施  設  名 所 在 地 連 絡 先 

綾部市立病院 綾部市青野町大塚 20-1 0773-43-0123 

市立福知山市民病院 福知山市厚中 231 0773-22-2101 

医療法人 福冨士会京都ルネス病院 福知山市末広町 1-38 0773-22-3550 

市立福知山市民病院大江分院 福知山市字河守 180 0773-56-0138 

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター 舞鶴市字行永 2410 0773-62-2680 

舞鶴赤十字病院 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-4175 

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 舞鶴市字浜 1035 0773-62-2510 

 

＜被ばく検査を含む健康診断の実施＞ 

・避難退域時検査場所における避難退域時検査でＯＩＬ４を超える汚染が検出されなかった

避難所も含め、避難者各人の健康管理のための被ばく検査を含む健康診断の実施について

は、国の対応方針の詳細が示されていないことから、今後の検討課題とする。 

６ 医療体制の確保 
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  放射性ヨウ素は、身体に取り込まれると、甲状腺に集積し、数年から数十年後に甲状腺

がんを発生させる可能性がある。安定ヨウ素剤を事前に服用することで、このような内部

被ばくの低減を図る。 

原子力災害対策指針では、全面緊急事態に至った場合、ＵＰＺ内では屋内退避を実施し、

その後、原子力規制委員会が原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果に基づく空間放

射線量率等を勘案し、避難や屋内退避と併せた防護措置として安定ヨウ素剤の配布・服用

を判断することとされている。 

市は、国からの指示に基づき、避難や一時移転の際に、迅速に備蓄場所から持ち出して、

医師や薬剤師の協力を得て避難時集結場所や避難経路に面した公共施設、避難退域時検査

場所において、安定ヨウ素剤の配布・服用を行う。 

また、安定ヨウ素剤の服用により副作用が生じる可能性があることから、家族等に服用

後の様態観察を依頼するとともに、副作用を自覚した者からの相談に対応できるよう医

療・救護体制の整備に努めるものとする。 

 

＜安定ヨウ素剤の備蓄場所等＞ 

施 設 名 所  在  地 備 蓄 数 

綾部市立病院 
青野町大塚 20-1 

（43-0123） 

丸薬 2５,830 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(16.3mg) 67 包 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(32.5mg) 230 包 

上林いきいきセンター 
八津合町上荒木 5 

（54-0095） 

丸薬 4,470 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(16.3mg) 10 包 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(32.5mg) 30 包 

特別養護老人ホーム 

いこいの村梅の木寮 

十倉名畑町久瀬谷 2 

（46-0101） 

丸薬 360 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(32.5mg) 100 包 

障害者支援施設 

いこいの村栗の木寮 

十倉名畑町久瀬谷 2 

（46-0101） 

丸薬 190 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(32.5mg) 10 包 

いこいの村・とくらの家 
十倉名畑町欠戸 20-1 

（46-0771） 

丸薬 20 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(32.5mg) 30 包 

いこいの村コスモス寮 
十倉名畑町折紙田 18-2 

（46-0751） 
丸薬 30 丸 

７ 安定ヨウ素剤の配布・服用 
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るんびに学園 
十倉中町米谷 16 

（46-0543） 

丸薬 100 丸 

小児用ゼリー状ヨウ素剤 

(16.3mg) 3 包 

 

＜服用量等＞ 

・新生児 安定ヨウ素剤 16.3 ㎎ゼリー剤１包 

・生後１か月以上３歳未満の者 安定ヨウ素剤 32.5 ㎎ゼリー剤１包 

・３歳以上１３歳未満の者 ヨウ化カリウム丸１個 

・１３歳以上の者 ヨウ化カリウム丸２個 

 

＜避難経路途中の配布場所＞  

緊急時における自家用車の乗り合せによる避難に備え、避難経路途中の公共施設等におい

て安定ヨウ素剤の配布が行えるようあらかじめ候補地を選定し、住民への周知に努めるもの

とする。 

 

安定ヨウ素剤緊急配布場所候補地 所     在     地 

奥上林公民館  綾部市故屋岡町三反田１５ 

あやべ山の家  綾部市睦寄町今竹１０－１ 

上林小・中学校  綾部市八津合町片山１７ 

上林いきいきセンター 綾部市八津合町上荒木５ 

中上林公民館  綾部市八津合町縄手１ 

健康ファミリーセンター多目的ホール   綾部市十倉名畑町欠戸３１ 

東綾小・中学校  綾部市鷹栖町小丸山２５ 

綾部市中央公民館  綾部市里町久田２１－２０ 

綾部市総合運動公園  綾部市上杉町大宝山１０ 

八田中学校  綾部市梅迫町大野２０ 

西八田小学校  綾部市岡安町家ノ下１０ 

西八田公民館  綾部市岡安町岡２２－１ 

志賀小学校  綾部市志賀郷町丁田８ 

物部公民館 綾部市物部町東野４６－１ 
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  京都府を通じ関西広域連合と連携を図り、適切な避難対応を調整するとともに、 

避難者情報の把握やケア、本市情報の提供等に努める。 

 

＜二次避難先の確保等＞ 

原子力災害の場合は、原子力施設の状況や放射性物質の放出による地域の汚染状況によ

り、居住地に早期に戻れないおそれがある。 

  市は、京都府と連携し、避難者の避難生活の安定確保と避難先市町の負担を軽減するた

め、二次避難先の確保に努める。 

  市は、二次避難先の確保に当たり必要となる避難者数及び世帯数の把握、避難世帯の意

向把握に努める。 

  二次避難先としては、公営住宅や民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅（みなし

仮設）、国や府県の協力を得て職員官舎等を確保し、それでもなお不足する場合に応急仮設

住宅を整備する。応急仮設住宅の建設に当たっては、交通の利便性や住環境等に配慮し、

候補地の選定に努める。 

また、旅館やホテル等を二次避難先とする場合は、本来営業への影響を配慮し、あらか

じめ事業者と協議して利用期間を定めておくことが望ましい。 

  市は、京都府と連携し、二次避難先への移行を円滑に進めるため、当面必要となる家電

製品等の生活用品の確保（無償提供等）について、国、日本赤十字社、経済団体等に協力

を求める。 

 

 

 

 

  この計画について、計画的に訓練を実施し実効性の検証を行うとともに、関係法令や規

定等の見直し、新たな知見が得られた場合は見直しを行う。 

 

８ 市外避難状態が長期化する場合 

９ 計画の見直し 


